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第１ 中期目標の期間  

中期 
目標 

平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日まで  

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

前文 前文 

 地方独立行政法人長崎市立病院機構は、市長の指示である法人の中期目標に掲げ

られた４つの使命をはじめとする業務運営の目標を計画的に達成するため、次のと

おり中期計画を定めるものとする。 

 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

第１ 中期計画の期間 第１ 中期計画の期間 

平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日まで 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

  

資料３ 
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第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 診療機能   ⑴ 高度・急性期医療の充実 

中期 
目標 

ア 救急医療   

救急医療機関として、地域の医療機関や消防局との連携を図り、地域住民が安心できる救急医療体制の充実を図ること。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置 

１ 診療機能 １ 診療機能 

⑴ 高度・急性期医療の充実 ⑴ 高度・急性期医療の充実 

ア 救急医療 

二次救急医療機関として、地域の医療機関や消防局との連携を図り、地域

住民が安心できる救急医療体制の充実を図る。 

新市立病院においては、ＥＲ型救命救急センターを整備し、軽症救急患者

から緊急手術等を必要とする重症・重篤な患者に救急医療を提供できる体制

を整える。 

 

[実績値]                          （単位：人） 

指 標 
平成 22 年実績値（暦年） 

市民病院 成人病センター 合計 

救急搬送人数 1,792 285 2,077 
 

ア 救急医療 

二次救急医療機関として、地域の医療機関や消防局との連携を図り、地域

住民が安心できる救急医療体制の充実を図る。 

新市立病院においては、ＥＲ型救命救急センターを整備し、軽症救急患者

から緊急手術等を必要とする重症・重篤な患者に救急医療を提供できる体制

を整える。 

 

【目標値】                         （単位：人） 

指 標 
平成 22 年実績値（暦年） 

平成 27 年目標値（暦年） 
病 院 人 数 

救急搬送人数 

市 民 病 院 1,792 

3,000 成人病センター 285 

合 計 2,077 
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中期 
目標 

イ 高度医療 

３大疾病（がん、心疾患、脳血管疾患）等に対応するため、地域の医療機関との連携及び役割分担を行い、地域の中核的基幹病院として使命を果たすこと。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

イ 高度医療 

３大疾病（がん、心疾患、脳血管疾患）等に対応するため、市立病院の機能

を維持・向上させるとともに、地域の医療機関との連携及び役割分担を行い、

地域の中核的基幹病院としての使命を果たす。 

また、地域連携クリティカルパスの作成等により医療の効率化を目指すとと

もに、研修会を積極的に開催するなど、長崎地域医療圏の人材育成及び技術向

上に貢献する。 

 ○がん 

がん治療については、高水準の手術、化学療法や放射線治療に先進的に取り

組む。 

また、地域がん診療連携拠点病院として、がんに関する情報の普及・啓発に

努め、がん相談支援センターにおける相談体制及び緩和ケアチームによる緩和

医療の充実を図る。 

○心疾患 

急性心筋梗塞をはじめとした循環器系疾患に対しては、心臓カテーテル検査

を積極的に取り入れ、ステント留置術を実施するなど内科的治療を充実させる

とともに、冠動脈バイパス術等の外科的治療についても従来どおり高水準を維

持する。 

○脳血管疾患 

脳卒中をはじめとした、脳血管疾患に対しては、地域の医療機関との連携

を図り、救急医療に対応できる体制を整える。 

 

イ 高度医療 

３大疾病（がん、心疾患、脳血管疾患）等に対応するため、市立病院の機

能を維持・向上させるとともに、地域の医療機関との連携及び役割分担を行

い、地域の中核的基幹病院としての使命を果たす。 

また、地域連携クリティカルパスの作成等により医療の効率化を目指すと

ともに、研修会を積極的に開催するなど、長崎地域医療圏の人材育成及び技

術向上に貢献する。 

 ○がん 

がん治療については、高水準の手術、化学療法や放射線治療に先進的に取

り組む。 

また、地域がん診療連携拠点病院として、がんに関する情報の普及・啓発

に努め、がん相談支援センターにおける相談体制及び緩和ケアチームによる

緩和医療の充実を図る。 

○心疾患 

急性心筋梗塞をはじめとした循環器系疾患に対しては、心臓カテーテル検

査を積極的に取り入れ、ステント留置術を実施するなど内科的治療を充実さ

せるとともに、冠動脈バイパス術等の外科的治療についても従来どおり高水

準を維持する。 

○脳血管疾患 

脳卒中をはじめとした、脳血管疾患に対しては、地域の医療機関との連携

を図り、救急医療に対応できる体制を整える。 
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○その他 

３大疾病のほか、糖尿病については糖尿病診療チーム等を立ち上げ、入院

患者に対する糖尿病診療の提供・介入を実施するとともに、予防目的を含め

た生活習慣病に対する定期的な健康教室や糖尿病教室を開催することにより

患者の意識改革等を推進し、また、地域の医療機関とも連携しながら糖尿病

医療レベルの向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

  [実績値（市民病院）] 

指 標 平成 22 年度実績値 

がんに関する相談人数(人) 641 

緩和ケア 

チーム活動 

カンファレンス・回診(回) 49 

院内研修(回) 49 

がん手術件数(件) 856 

急性心筋梗塞手術件数(件) 101 

放射線治療数(件) 5,092 

化学療法件数(件) 1,331 

 

[実績値（成人病センター）] 

指 標 平成 22 年度実績値 

開心術件数(件) 24 
 

○その他 

３大疾病のほか、糖尿病については糖尿病診療チーム等を立ち上げ、入院

患者に対する糖尿病診療の提供・介入を実施するとともに、予防目的を含め

た生活習慣病に対する定期的な健康教室や糖尿病教室を開催することにより

患者の意識改革等を推進し、また、地域の医療機関とも連携しながら糖尿病

医療レベルの向上を図る。 

【目標値】                         （単位：件） 

指 標 

平成 22 年度実績値 平成 27 年度目標値 

市民病院 
成人病 

センター 
市民病院 

成人病 

センター 

手術件数 1,952 285 3,000 200 

     

    ↑ 

※「第４財務内容の改善に関する目標を達成するため取るべき措置の 

持続可能な経営基盤の確立」の項目に記載していたが記載箇所を変 

更したもの。記載内容の変更はない。    
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中期 
目標 

ウ 小児・周産期医療 

地域の医療機関との連携及び役割分担を行い、小児・周産期医療を充実させ、住民が安心できる医療体制を整備すること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

ウ 小児・周産期医療 

地域の医療機関との連携及び役割分担を行い、小児・周産期医療を充実さ

せ、住民が安心できる医療体制を整備する。 

あじさいネット（長崎地域医療連携ネットワークシステム）を活用した周

産期情報管理システムの構築を図り、産婦人科、小児科、リハビリ科で情報

を共有化し診療を円滑に行うとともに、新生児蘇生法講習会の実施等により、

地域の医療機関の医師・助産師の知識と技術習得に貢献する。 

また、地域の医療機関に対し、産科オープンシステムの普及・啓発を行う

ことにより利用促進を図る。   

  

[実績値（市民病院）] 

指 標 平成 22 年実績値 

産科オープンシステムの利用回数(回) 2 

 

 

ウ 小児・周産期医療 

地域の医療機関との連携及び役割分担を行い、ハイリスク出産への対応を

確実に行えるよう十分な受け入れ体制を整えるとともに、安全な分べん管理

と新生児・未熟児医療を行い、住民が安心できる医療体制を整備する。 

また、周産期に係る情報を関係診療科で共有化し、診療を円滑に行うとと

もに、地域医療支援病院として、産科オープンシステムや新生児蘇生法講習

会の実施等による、地域の医療機関の医師・助産師の知識と技術習得に貢献

する。  

 

  

[実績値（市民病院）] 

指 標 平成 22 年実績値 

産科オープンシステムの利用回数(回) 2 
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中期 
目標 

⑵ 地域の医療機関との連携強化 

ア 地域医療支援病院の機能向上 

地域の医療機関との機能分担により、病病・病診連携体制を構築し、地域ネットワークの中心的役割を担うこと。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

⑵ 地域の医療機関との連携強化 ⑵ 地域の医療機関との連携強化 

ア 地域医療支援病院の機能向上 

地域の医療機関との連携を密にし、紹介患者に対する医療を適切に行うと

ともに、積極的に逆紹介を行い、地域一体となった診療に取り組む。 

また、地域の医療水準の向上等の観点から、高度医療機器の共同利用の促

進、開放型病床及び治療施設の提供、地域の医療従事者を対象とした研修会

の開催等を積極的に行う。 

さらに、入院患者が在宅医療に円滑に移行できるように、退院時スクリー

ニングシート、退院時共同指導の取り組み等を強化し、地域の医療機関と連

携して患者及び家族とともに考え支援する切れ目のない体制をさらに充実

する。 

特に、高齢化社会の対応としては、増加傾向にある救急医療に新市立病院

として受け入れ体制を整えるとともに、急性期治療完結後は、リハビリテー

ションを兼ねた治療が不可欠となることから、亜急性期又は慢性期の高齢者

医療における地域医療ネットワークを構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

ア 地域医療支援病院の機能向上 

地域の医療機関との連携を密にし、紹介患者に対する医療を適切に行うと

ともに、積極的に逆紹介と治療に関する情報提供を行うことで、地域一体と

なった診療に取り組む。 

併せて、地域の医療水準の向上等の観点から、高度医療機器の共同利用の

促進、開放型病床の提供、地域の医療従事者を対象とした研修会の開催等を

積極的に行う。 

また、入院患者が在宅医療に円滑に移行できるように、退院時スクリーニ

ングシート、退院時共同指導の取り組み等を強化し、地域の医療機関と連携

して患者及び家族とともに考え支援する切れ目のない診療体制をさらに充

実する。 

特に、高齢化社会の対応としては、増加傾向にある救急医療に対し、新市

立病院として受け入れ体制を整えるとともに、急性期治療完結後は、リハビ

リテーションを兼ねた治療が不可欠となることから、地域の医療機関と連携

して亜急性期又は慢性期の高齢者の円滑な治療が行えるよう地域医療ネッ

トワークを構築する。 

 



資料２による修正及び事務局修正の中期計画(案) 新旧対照表  

7 
 

 

【目標値（市民病院）】                    （単位：％） 

指 標 平成 22 年度実績値 平成 27 年度目標値 

紹介率 76.9 81.0 

逆紹介率 47.8 52.0 

※上記記載の紹介率・逆紹介率は、地域医療支援病院要件算定式による数値 

※地域医療支援病院承認要件：①～③のいずれかに該当すること 

①紹介率が 80％以上 

②紹介率 60％以上かつ逆紹介率 30％以上 

③紹介率 40％以上かつ逆紹介率 60％以上 

 

 

 

 

 

 

 

[実績値（市民病院）] 

指 標 平成 22 年度実績値 

地域医療講演会開催回数(回) 9 

地域医療講演会参加人数(人) 378 

医療福祉相談件数(件) 2,248 

開放型病床利用病床率(％) 8.4 

開放型病床への登録医師数(人) 147 

 

 

 

 

【目標値（市民病院）】                    （単位：％） 

指 標 平成 22 年度実績値 平成27年度目標値 

紹介率 76.9 81.0 

逆紹介率 47.8 52.0 

※上記記載の紹介率・逆紹介率は、地域医療支援病院要件算定式による数値 

※地域医療支援病院承認要件：①～③のいずれかに該当すること 

①紹介率が 80％以上 

②紹介率 60％以上かつ逆紹介率 30％以上 

③紹介率 40％以上かつ逆紹介率 60％以上 

※地域医療支援病院要件による紹介率・逆紹介率の算定式 

紹介率（％）＝ 
紹介患者数 ＋ 緊急入院患者数 

×100 
初診患者数 － 時間外未紹介患者数 

  

逆紹介率（％）＝ 
逆紹介数 

×100 
初診患者数 － 時間外未紹介患者数 
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中期 
目標 

イ 診療情報の共有化 

電子カルテシステムをはじめとした医療情報システムを最大限に活用し、地域の医療機関との診療情報の共有化を図ること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

イ 診療情報の共有化 

市民病院においては、電子カルテシステムの導入に伴うあじさいネット（長

崎地域医療連携ネットワークシステム）の本格的活用により、病病・病診間

の診療情報の共有化を図る。 

成人病センターにおいては、オーダリングシステムの活用により、共有で

きる情報の範囲の拡大を図る。 

 

[実績値（市民病院：あじさいネット）] 

指 標 平成 22 年度末累計値 

登録施設数(施設) 36 

登録人数(人) 361 

紹介数(人) 210 

アクセス件数(件) 5,121 

※平成 22年度末累計値は、平成 21.11～平成 23.3 累計 

 

 

 

 

 

 

 

イ 診療情報の共有化 

市民病院においては、電子カルテシステムの導入に伴うあじさいネット（長

崎地域医療連携ネットワークシステム）の本格的活用により、病病・病診間

の診療情報の共有化を図る。 

成人病センターにおいては、オーダリングシステムの活用により、共有で

きる情報の範囲の拡大を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 22年度末累計値は、平成 21年 11 月～平成 23 年 3 月の累計 
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中期 
目標 

⑶ 安全安心で信頼できる医療の提供 

ア 情報の共有化とチーム医療の推進 

医師をはじめとした医療スタッフが関わる医療情報の一元管理を図り、各スタッフが共通認識の下でチーム医療を推進すること。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

⑶ 安全安心で信頼できる医療の提供 ⑶ 安全安心で信頼できる医療の提供 

ア 情報の共有化とチーム医療の推進 

医師及び看護師をはじめとした医療従事者が関わる医療情報を一元管理す

ることにより、各医療スタッフが共通認識の下で、十分なコミュニケーショ

ンを図り、互いに連携し補完し合うチーム医療を推進する。 

また、より専門的な診療を実現するために、ＮＳＴ（栄養サポートチーム）、

緩和ケアチーム等のチーム医療を引き続き推進するとともに、チーム間の活

動状況を情報発信し、病院全体としての共通認識を図る体制を整える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 情報の共有化とチーム医療の推進 

医師をはじめとした医療スタッフが関わる医療情報を一元管理することに

より、各スタッフが共通認識の下で、十分なコミュニケーションを図り、互

いに連携し補完し合うチーム医療を推進する。 

また、より専門的な診療を実現するために、ＮＳＴ（栄養サポートチーム）、

緩和ケアチーム等のチーム医療を引き続き推進するとともに、チーム間の活

動状況を情報発信し、病院全体としての共通認識を図る体制を整える。 
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中期 
目標 

イ 医療安全対策の充実 

医療安全に係る情報の収集・分析を行い、医療安全対策の充実を図ること。 

また、全職員が医療安全に対する知識の向上に努め、適切に行動すること。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

イ 医療安全対策の充実 

医療安全管理者を中心として、ヒヤリハット事例など医療安全に係る情報

の収集・分析及び結果の検証を行い、さらなる医療安全対策の充実を図る。 

医療安全管理マニュアル、針刺し損傷マニュアル等の各種マニュアルを適

宜、更新・改定するとともに、全職員が医療安全に対する知識の向上に努め

るため、医療安全研修を充実させる。 

高齢入院患者の増加に伴い、転倒・転落プロジェクトチーム等を立ち上げ

るなどさらなる医療安全対策を実施する。 

医薬品の安全管理に係る管理体制及び薬剤管理指導の充実を図り、患者に

適切な情報提供を行う。 

   

 

 

 

   [実績値] 

指 標 
平成 22 年度実績値 

市民病院 成人病センター 

医療安全委員会開催回数(回) 12 12 

医療安全研修実施回数(回) 10 3 

薬剤管理指導件数(件) 2,785 347 
 

イ 医療安全対策の充実 

医療安全管理者を中心として、医療安全委員会において定期的にヒヤリハ

ット事例など医療安全に係る情報の収集・分析及び結果の検証を行うととも

に、医療事故については、医療事故調査委員会において十分な検証を行い、

さらなる医療安全対策の充実を図る。 

医療安全管理マニュアル、針刺し損傷マニュアル等の各種マニュアルを適

宜、更新・改定するとともに、全職員が医療安全に対する知識の向上に努め

るため、医療安全研修を充実させる。 

高齢入院患者の増加に伴い、転倒・転落防止プロジェクトチーム等を立ち

上げるなどさらなる医療安全対策を講じる。 

医薬品の安全管理に係る管理体制及び薬剤管理指導の充実を図り、患者に

適切な情報提供を行う。 

医療機関として患者に真摯な対応を行うために、院内において病院側と患

者側の対話の橋渡しを行う院内医療メディエーター（医療対話仲介者）の導

入等を検討する。 
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中期 
目標 

ウ 院内感染防止対策の実施 

院内感染防止に関する教育、訓練及び啓発を徹底するとともに、問題点を把握し改善策を講ずる等の院内感染防止対策を確実に実施すること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

ウ 院内感染防止対策の実施 

院内感染防止に関する対策委員会及び研修会を実施し、院内感染防止に関

する教育、訓練及び啓発を徹底するとともに、問題点を把握し改善策を講ず

る等院内感染防止対策を確実に実施する。 

また、院内感染防止に関するマニュアルを適宜見直し、職員に周知・啓発

を図るとともに、院内感染が発生した場合は、マニュアル等に基づき適切に

行動できる体制を整える。   

   

 

 [実績値] 

指 標 
平成 22 年度実績値 

市民病院 成人病センター 

感染防止対策委員会開催回数(回) 12 12 

感染防止対策研修の研修実施回数

(回) 
4 2 

 

 

 

 

 

 

ウ 院内感染防止対策の実施 

院内感染防止に関する対策委員会及び研修会を実施することにより、院

内感染防止に関する教育、訓練及び啓発を徹底し、医師をはじめとした医

療スタッフの知識等の向上を図るとともに、問題点を把握し改善策を講ず

る等院内感染防止対策を確実に実施する。 

また、院内感染防止に関するマニュアルを適宜見直し、職員に周知・啓

発を図るとともに、院内感染が発生した場合は、マニュアル等に基づき適

切に行動できる体制を整える。 
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中期 
目標 

⑷ 公立病院としての役割の保持    

 ア 災害拠点病院の機能発揮 

災害発生時において行政や地域の医療機関と連携し、災害拠点病院として患者の受け入れを行うとともに、医療救護活動等を実施すること。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

⑷ 公立病院としての役割の保持 ⑷ 公立病院としての役割の保持 

ア 災害拠点病院の機能発揮 

災害時においては、行政や地域の医療機関と連携し、被災地から搬送され

る患者を受け入れ、医療救護活動等を実施する。 

ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）については、２チーム目を配置するとと

もに、大規模災害発生時には医療スタッフを被災地に派遣し、急性期患者等

の生命を１人でも多く救える医療救護体制を整える。 

また、万が一の災害に備えて、医療資器材、飲料水・食料などの備蓄を確

実に行うとともに、新市立病院においては、免震構造により建て替えを行う

予定であることから、大規模な災害においても災害拠点病院として十分機能

を発揮できる施設を整備する。 

 
 

  [実績値（市民病院）] 

指 標 平成 22 年度実績値 

災害訓練の実施回数 年 1回 

長崎ＤＭＡＴチーム数 1 チーム 

 

 

 

 

ア 災害拠点病院の機能発揮 

災害時においては、行政や地域の医療機関と連携し、被災地から搬送さ

れる患者を受け入れ、医療救護活動等を実施する。 

長崎ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）については、既に配置している２

チームの機能維持を図るため訓練や研修会に参加するとともに、大規模災

害発生時には医療スタッフを被災地に派遣し、急性期患者等の生命を１人

でも多く救える医療救護体制を整える。 

また、災害に備えて、医療資器材・医薬品、飲料水・食料などの備蓄を

確実に行うとともに、新市立病院は、大規模な災害においても災害拠点病

院として十分機能を発揮できるよう免震構造により施設を整備する。 

 

 

  [実績値（市民病院）] 

指 標 平成 23 年度実績値 

災害訓練の実施回数 年 1 回 

長崎ＤＭＡＴチーム数 ２チーム 
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中期 
目標 

イ 結核、感染症医療等の堅持 

民間医療機関での対応が難しい結核及び感染症医療については、今後も引き続き現在の役割を堅持すること。 

また、透析医療についても引き続き実施すること。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

イ 結核、感染症医療等の堅持 

民間医療機関での対応が難しい結核及び感染症医療については、今後も引

き続き公立病院としての役割を堅持し、長崎医療圏における発生状況を勘案

しながら、地域の関係医療機関と連携して患者の対応を行う。 

また、透析医療についても引き続き実施する。 

 

[実績値（成人病センター）]               （単位：人） 

指 標 平成 22 年実績値 

感染症患者数 入院 0 

結核患者数 入院 

4,691 
1 日最大入院者数 20 
1 日最大排菌者数 18 

透析患者数 
入院 5,303 

外来 11,494 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 結核、感染症医療等の堅持 

民間医療機関での対応が難しい結核及び感染症医療については、今後も引

き続き公立病院としての役割を堅持し、長崎医療圏における発生状況を勘案

しながら、地域の関係医療機関と連携して患者の対応を行う。 

また、透析医療についても引き続き実施する。 
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中期 
目標 

ウ 外国人への医療の提供 

市民病院においては、長崎の玄関口となる長崎港に接する立地であることから、国際観光都市として、長崎を訪れる外国人観光客等の患者を受け入れる体制

を整えること。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

ウ 外国人への医療の提供 

スタッフの語学力向上、院内の案内板等における外国語併記、医療費の支

払いに係るクレジットカード等の導入を図り、国際観光都市の公立病院とし

て、外国人居住者や観光客にも対応できる機能を整備する。  

 

[実績値（市民病院）]                   （単位：人） 

指 標 平成 22 年度実績値 

外国人患者数 
入  院 5 

外  来 20 

※長崎市内非居住外国人 

 

（参考） 

指 標 平成 22 年実績値 

外国人延べ宿泊者数(人) 164,335 

長 崎 港 国 際 観 光 船 

入 港 実 績 

隻  数(隻) 44 

乗 客 数(人) 60,634 

乗務員数(人) 24,625 

合計(人) 85,259 

 

 

 

ウ 外国人への医療の提供 

スタッフの語学力向上、院内の案内板等における外国語併記、医療費の支

払いに係るクレジットカード等の導入を図り、国際観光都市の公立病院とし

て、外国人居住者や観光客にも対応できる機能を整備する。  
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中期 
目標 

エ 県・市の福祉保健部門等との連携推進 

県・市の福祉保健部門をはじめとした関係機関と連携し、必要な医療の提供と市民の健康増進を図ること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

エ 県・市の福祉保健部門等との連携推進 

県・市の福祉保健部門をはじめとした関係機関と連携し、地域医療等に関

する各種会議において情報の共有や懸案事項の協議を重ねながら、災害の対

応、へき地の診療所への支援、健康診断の充実などの必要な医療の提供と市

民の健康増進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 県・市の福祉保健部門等との連携推進 

県・市の福祉保健部門をはじめとした関係機関と連携し、地域医療等に関

する各種会議において情報の共有や懸案事項の協議を重ねながら、災害の対

応、へき地の診療所への支援、健康診断の充実などの必要な医療の提供と市

民の健康増進を図る。 
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中期 
目標 

２ 住民・患者サービス 

 ⑴ 患者中心の医療の提供 

電子カルテシステムをはじめとした医療情報システムを最大限に活用し、患者中心の医療の提供を行うとともに、看護体制を充実するなど、きめ細やか

な患者サービスの実施に努めること。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

２ 住民・患者サービス ２ 住民・患者サービス 

⑴ 患者中心の医療の提供 ⑴ 患者中心の医療の提供 

電子カルテシステムやクリティカルパスの活用により医療の効率化を図ると

ともに、インフォームド・コンセントの充実・徹底を図り、治療方針や治療経

過の説明など患者や家族に対し丁寧でわかりやすい説明に努め、患者中心の医

療の提供を行う。また。セカンドオピニオンへも適切に対応する。 

さらに、患者の意見を反映し、よりよい医療体制を整えるため、患者アンケ

ートを引き続き実施し、問題点の把握と迅速な改善により満足度の向上を図る

とともに、対応結果を院内掲示により公表し患者サービスの向上を図る。 

 

【目標値】 

指 標 

平成 22 年度実績値 平成 27 年度目標値 

市民病院 
成人病 

センター 
市民病院 

成人病 

センター 

クリティカルパス種

類(種類) 
34 10 160 25 

患者アンケートによ

る満足度の向上(％) 
60 61 80 80 

   

 

電子カルテシステムやクリティカルパスの活用により医療の効率化を図る

とともに、インフォームド・コンセントの充実・徹底を図り、治療方針や治療

経過の説明など患者や家族に対し丁寧でわかりやすい説明に努め、患者中心の

医療の提供を行う。また。セカンドオピニオンへも適切に対応する。 

さらに、患者の意見を反映し、よりよい医療体制を整えるため、患者アンケ

ートを引き続き実施し、問題点の把握と迅速な改善により満足度の向上を図る

とともに、対応結果を院内掲示により公表し患者サービスの向上を図る。 
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中期 
目標 

⑵ 住民・患者への適切な情報発信 

市立病院の役割や機能等について、パンフレット、ホームページ等を活用し、適切な情報提供を積極的に行うこと。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

⑵ 住民・患者への適切な情報発信 ⑵ 住民・患者への適切な情報発信 

市立病院の役割・機能、専門医の紹介などについて、パンフレットやホーム

ページ等を活用し、適切な情報提供を積極的に行う。 

また、患者やその家族に安らぎを与えるためのロビーコンサートなどについ

ても地域住民を含め周知を図り、病院が地域のコミュニケーションの場として

の役割を果たせるよう努める。 

 

[実績値]                           （単位：回） 

指 標 
平成 22 年度実績値 

市民病院 成人病センター 

情報誌発行回数 12 1 

 
院内向け 6 － 

院外向け 6 1 

ロビーコンサート等の開催回数 6 7 

 

 

 

 

 

 

市立病院の役割・機能、専門医の紹介などについて、パンフレットやホーム

ページ等を活用し、適切な情報提供を積極的に行う。 

また、患者やその家族に安らぎを与えるためのロビーコンサートなどについ

ても地域住民を含め周知を図り、病院が地域のコミュニケーションの場として

の役割を果たせるよう努める。 

 

[実績値]                           （単位：回） 

指 標 
平成 22 年度実績値 

市民病院 成人病センター 

情報誌発行回数 12 1 

 
患者・家族向け（院内） 6 － 

住民・医療機関向け（院外） 6 1 

ロビーコンサート等の開催回数 6 7 
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中期 
目標 

⑶ 患者ニーズへの対応の迅速化 

患者ニーズをいち早く把握し、柔軟かつ迅速な対応を行うこと。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

⑶ 患者ニーズへの対応の迅速化 ⑶ 患者ニーズへの対応の迅速化 

診療待ち時間の改善や、クレジットカードによる医療費の支払いなど利便

性の向上に取り組むとともに、患者ニーズをいち早く把握し、柔軟かつ迅速

な対応を行う。 

また、市民病院においては、公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機

能評価を継続受審し、改善に向けた具体的目標を掲げ病院全体での取り組み

を図るとともに、患者ニーズの向上に繋がる各種認定資格の取得を検討す

る。 

  

[実績値] 

指 標 
平成 22 年度実績値 

市民病院 成人病センター 

患者サービス検討委員会開催回数(回) 12 12 

病院機能評価認定（更新） ver.5 - 

 

 

 

 

 

 

診療待ち時間の改善や、クレジットカードによる医療費の支払いなど利便

性の向上に取り組むとともに、患者ニーズをいち早く把握し、柔軟かつ迅速

な対応を行う。 

また、市民病院においては、公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機

能評価を継続受審し、改善に向けた具体的目標を掲げ病院全体での取り組み

を図るとともに、患者満足度の向上に繋がる各種認定資格の取得を検討す

る。 
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中期 
目標 

⑷ 職員の接遇向上 

患者、地域住民から信頼される病院であり続けるため、職員一人ひとりが周囲の人を癒す気持ちを持ち続けるとともに、接遇の向上に努めること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

⑷ 職員の接遇向上 ⑷ 職員の接遇向上 

患者、地域住民から信頼される病院であり続けるため、職員一人ひとりが

周囲の人を癒す気持ちを持ち続けるとともに、患者の立場に立った接遇の実

践ができるよう接遇研修を充実し、病院全体の接遇の向上に努める。 

 

 

 

 

[実績値]                         （単位：回） 

指 標 
平成 22 年度実績値 

市民病院 成人病センター 

接遇研修開催回数 1 1 

 

 

 

 

 

 

患者、地域住民から信頼される病院であり続けるため、職員一人ひとりが

周囲の人を癒す気持ちを持ち続けるとともに、個々の職員はもとより、病院

全体で患者の立場に立った接遇の実践ができるよう接遇研修を充実し、職員

の意識改革とその保持に努める。 

また、研修だけではなく、職員の接遇について現場の状況を管理・監督す

る体制を整える。 
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中期 
目標 

⑸ ボランティアとの協働  

ボランティア活動の行いやすい環境を整備するとともに、ボランティアとの連携を推進し、患者サービスの向上に努めること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

⑸ ボランティアとの協働 ⑸ ボランティアとの協働 

市民病院においては、ボランティア活動が行いやすい環境を整備し、自立し

た活動ができるボランティアチームの形成を図り、患者サービスの向上に繋が

る協働体制を構築する。 

成人病センターにおいては、新たにボランティアの導入を行い、患者サービ

スの向上に繋がる協働体制を構築する。 

 

 

[実績値]                         （単位：人） 

指 標 
平成 22 年度実績値 

市民病院 成人病センター 

ボランティア登録数 9 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

市民病院においては、多種多様なボランティアが活動しやすい環境を整備

するとともに、ボランティア同士の役割分担を行って自立した活動ができる

よう、患者サービスの向上に繋がる協働体制を構築する。 

成人病センターにおいては、新たにボランティアの導入を行い、患者サー

ビスの向上に繋がる協働体制を構築する。 
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中期 
目標 

３ マグネットホスピタルとしての機能 

  ⑴ 適正配置と人材評価 

ア 医療スタッフの適正配置と組織の見直し 

医療水準の維持・向上を図るため、医師をはじめとした医療スタッフの適正配置に努めること。 

また、指導体制及び研修プログラム等を充実し、研修医の確保に努めること。 

さらに、医療環境変化に即した組織の弾力的な見直しを図ること。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

３ マグネットホスピタルとしての機能 ３ マグネットホスピタルとしての機能 

⑴ 適正配置と人材評価 ⑴ 適正配置と人材評価 

ア 医療スタッフの適正配置と組織の見直し 

地域における中核病院として提供すべき医療水準の維持・向上を図るため、

医師をはじめとした医療スタッフの適正配置に努める。 

また、研修医については、臨床研修指定病院として、指導体制及び研修プ

ログラム等をより一層充実し、広報活動を強化して市立病院の魅力を対外的

にアピールし、積極的な受け入れ対策を実施する。 

市民病院においては、安全安心医療の観点からも看護師を増員し、早急な

７対１看護体制の整備と維持を図る。 

新市立病院におけるＥＲ型救命救急センターについては、高度救急医療体

制を整えるため、適切な救急専従医、看護師等の配置に努めるとともに、病

院としてのバックアップ体制を構築する。 

さらに、長崎市における中核的な医療機関として、多様化する市民の医療

に対するニーズに応えるとともに、医療技術の進歩に適切な対応ができるよ

う、組織及び職員配置のあり方を常に検証し、弾力的な見直しを行う。 

 

ア 医療スタッフの適正配置と組織の見直し 

地域における中核病院として提供すべき医療水準の維持・向上を図るため、

医師をはじめとした医療スタッフの適正配置に努める。 

また、臨床研修指定病院として、指導体制及び研修プログラム等をより一

層充実し、広報活動を強化して市立病院の魅力を対外的にアピールし、研修

医の積極的な受け入れ対策を実施する。 

市民病院においては、安全安心医療の観点からも看護師を増員し、早急な

７対１看護体制の整備と維持を図る。 

新市立病院におけるＥＲ型救命救急センターについては、救急医、看護師

等の適切な配置に努めるとともに、病院として各診療部門のバックアップ体

制を整え高度救急医療体制を構築する。 

さらに、長崎市における中核的な医療機関として、多様化する市民の医療

に対するニーズに応えるとともに、医療技術の進歩に適切な対応ができるよ

う、組織及び職員配置のあり方を常に検証し、弾力的な見直しを行う。 
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【目標値】                       （単位：人） 

指 標 平成 23 年度実績値 平成 27 年度目標値 

医師数 77 89 

  ※平成 23年 4月 1日現在（研修医を除く。） 
※平成 23年度医師数内訳 市民病院 62人、成人病センター15 人 
※長崎市第四次総合計画による目標値として、平成 28年度 92 人を目標。 
 
 
 
 

【目標値（市民病院）】  

指 標 目 標 値 

７対１看護体制の確立 平成 24 年度の整備及び体制維持 

  

[実績値]                          （単位：人） 

指 標 
平成 23 年度実績値 

市民病院 
成人病 
センター 

計 

看護師数 277 105 382 

医療技術員数 61 32 93 

医師事務作業補助者数 32 - 32 

  ※平成 23年 4月 1日現在（再任用短時間勤務職員、嘱託院を含む。） 
  ※医師事務作業補助者数は延べ人数 
 

[実績値（市民病院）]                    （単位：人） 

指 標 平成 23 年度実績値 

初期研修医受入数 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【目標値（市民病院）】  

指 標 目 標 値 

７対１看護体制の確立 平成 24 年度中の整備及び体制維持 

  

[実績値]                          （単位：人） 

指 標 
平成 23 年度実績値 

市民病院 
成人病 
センター 

計 

看護師数 277 105 382 

医療技術員数 61 32 93 

医師事務作業補助者数 32 - 32 

  ※平成 23年 4月 1日現在（再任用短時間勤務職員、嘱託員を含む。） 
※医師事務作業補助者数は延べ人数 

 

[実績値（市民病院）]                    （単位：人） 

指 標 平成 23 年度実績値 

初期研修医受入数 5 

※平成 23年 4月 1日現在 
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中期 
目標 

イ 職員採用の柔軟化 

  多様な採用形態の検討や、採用手続きの柔軟化・迅速化に努めること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

イ 職員採用の柔軟化 

２交代制や短時間勤務など多様な勤務体系を導入し、女性職員の業務の負

担を軽減するなど、ワークライフバランスに配慮した雇用形態や勤務時間を

設定するとともに、欠員補充の迅速化や年齢制限の撤廃など採用手続きの柔

軟化・迅速化を図る。 

 

 

 

 

 

イ 職員採用の柔軟化 

２交代制や短時間勤務など多様な勤務体系を導入し、女性職員の業務の負

担を軽減するなど、ワークライフバランスに配慮した雇用形態や勤務時間を

設定するとともに、迅速な欠員補充など採用手続きの柔軟化・迅速化を図る。 
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中期 
目標 

ウ 適正な人材評価 

職員の業績・能力を公正かつ適正に評価する制度の導入を検討すること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

ウ 適正な人材評価 

専門性の向上や育成のための研修を実施するとともに、職員の仕事に対す

る意欲や能力を高めるため、職員の業務を適正に評価し、かつ、透明性・公

平性のある人材評価システムの構築に着手する。 

ウ 適正な人材評価 

専門性の向上や育成のための研修を実施するとともに、職員の仕事に対す

る意欲や能力を高めるため、職員の業務を適正に評価し、かつ、透明性・公

平性のある人材評価システムの構築に着手する。 
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中期 
目標 

エ 職員満足度の向上 

職員が働きがいと誇りをもって業務に精励できるよう、職員が働きやすい環境を整えること。  

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

エ 職員満足度の向上 

職員一人ひとりが働きがいと誇りをもって業務に精励できるよう、次のよ

うな改善策を実施し、職員が働きやすい環境整備を整える。 

・福利厚生の改善、育児・子育て支援等の働きやすい環境整備を整える。 

・職員の適正配置や業務の標準化・効率化により、職員の長時間労働の改善

や休暇取得の推進を図る。 

・医師の事務を補助する職員の知識向上及び活用促進を図り、医師の負担を

軽減する。 

・医療事故等による職員の勤労意欲の低下を防ぐために、不当な苦情や訴訟

などについては、病院として確実に対応するためのシステムを構築する。 

エ 職員満足度の向上 

職員一人ひとりが働きがいと誇りをもって業務に精励できるよう、次のよ

うな改善策を実施し、職員が働きやすい環境整備を整える。 

・福利厚生の改善、育児・子育て支援等の働きやすい環境整備を整える。 

・職員の適正配置や業務の標準化・効率化により、職員の長時間労働の改善

や休暇取得の推進を図る。 

・医師の事務を補助する職員の知識向上及び活用促進を図り、医師の負担を

軽減する。 

・医療事故等による職員の勤労意欲の低下を防ぐために、不当な苦情や訴訟

などについては、病院として確実に対応するためのシステムを構築する。 
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中期 
目標 

⑵ 医療スタッフの育成 

 ア 研究・研修事業の強化 

臨床研究、治験の体制を整備するとともに、医療職等の専門性の向上を図るため研修制度の充実に努めること。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

⑵ 医療スタッフの育成 ⑵ 医療スタッフの育成 

ア 研究・研修事業の強化 

○ 研究事業の強化 

新薬の開発等に貢献する治験や、疾病の予防方法、診断方法及び治療方法

等の改善となる臨床研究を積極的に推進する。 

また、職員教育と技術向上の見地から、学会発表及び論文作成を奨励する。 

  [実績値]                          （単位：件） 

指 標 
平成 22 年度実績値 

市民病院 成人病センター 

治験実施件数 14 1 

製造販売後調査件数 54 7 

臨床研究件数 25 15 

※平成 22年度実績値は、平成 22 年度に契約している件数（新規・継続） 

 

[実績値]                               （単位：件） 

指 標 平成 22 年実績値（暦年） 

学会発表件数 124 

論文件数 43 
 

ア 研究・研修事業の強化 

○ 研究事業の強化 

新薬の開発等に貢献する治験や、疾病の予防方法、診断方法及び治療方法

等の改善となる臨床研究を積極的に推進する。 

また、職員教育と技術向上の見地から、学会発表及び論文作成を奨励する。 
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○ 研修事業の強化 

医療職等の専門性の向上を図るため研修制度の充実に努めるとともに、専

門研修への参加機会の拡充や、国内外の先進病院への研修を実施するなど、

研修事業の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 研修事業の強化 

医師をはじめとした医療スタッフの専門性の向上を図るため、院内研修の

充実はもとより、専門研修への参加機会の拡充や、国内外の先進病院への派

遣研修を実施するなど、研修事業の充実を図るとともに、看護師をはじめと

した医療スタッフについては、臨床研修を実施する。 

併せて、医療スタッフが研修を受ける機会を確保できるよう職場環境の整

備に努める。 

また、看護学生、救急救命士等の実習を受け入れるとともに、地域の医療

従事者を対象とした研修会の開催により長崎地域医療圏の人材育成及び技

術向上に貢献する。 
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中期 
目標 

イ 資格取得に対する支援強化 

医療スタッフの資格取得に対する支援の強化に努めること。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

イ 資格取得に対する支援強化 

医療の質や専門性の向上を図るとともに、職員の勤労意欲向上に寄与するた

め、博士（医学）、専門医、認定看護師、認定薬剤師、認定技師など医療職等

の資格取得に対する奨励・支援を行い、これらの資格を取得しやすい職場環境

を整える。 

     

[実績値]                          （単位：人） 

指 標 
平成 23 年度実績値 

市民病院 成人病センター 

認定看護師資格取得支援人数

累計 
5 1 

  ※資格取得人数累計は平成 20 年度からの累計 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 資格取得に対する支援強化 

医療の質や専門性の向上を図るとともに、職員の勤労意欲向上に寄与するた

め、博士（医学）、専門医、認定看護師、認定薬剤師、認定技師など医療スタ

ッフの資格取得に対する奨励・支援を行い、これらの資格を取得しやすい職場

環境を整える。 
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中期 
目標 

４ 適正な情報管理と情報公開 

個人情報の保護及び情報公開については、法令、市の条例等に基づき適正に対応すること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

４ 適正な情報管理と情報公開 ４ 適正な情報管理と情報公開 

個人情報の保護及び情報公開については、法令、長崎市個人情報保護条例及

び長崎市情報公開条例等の規定に基づき適切に対応する。 

また、法人の業務運営に係る内容については、法令等に基づき適切に公表を

行うとともに、各病院の役割や地域の医療機関との連携等についてホームペー

ジ等を通じて情報発信に努め、透明性の確保を図る。 

 

[実績値]                         （単位：件） 

指 標 
平成 22 年度実績値 

市民病院 成人病センター 

診療録開示件数 14 3 
 

個人情報の保護及び情報公開については、法令、長崎市個人情報保護条例及

び長崎市情報公開条例等の規定に基づき適切に対応する。 

また、法人の業務運営に係る内容については、法令等に基づき適切に公表を

行うとともに、各病院の役割や地域の医療機関との連携等についてホームペー

ジ等を通じて情報発信に努め、透明性の確保を図る。 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 組織体制の充実・連携強化 

中期 
目標 

⑴ ＰＤＣＡサイクルの徹底による業務評価の推進 

目標管理制度を活かし、目標及び計画に対する成果の検証を迅速に行い、成果を継続して伸ばしていく柔軟な対応を図ること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 

１ 組織体制の充実・連携強化 １ 組織体制の充実・連携強化 

⑴ ＰＤＣＡサイクルの徹底による業務評価の推進 ⑴ ＰＤＣＡサイクルの徹底による業務評価の推進 

目標管理制度を活かし、目標及び計画に対するチェック体制を整え、成果の

検証を迅速に行うことにより、成果を継続して伸ばしていく柔軟な対応を図る。 

業務評価を推進するため、理事会でのチェック体制を整備するとともに、各

部門の目標及び計画をもとにヒアリングを積極的に開催し、目標の達成に向け

て検討・検証を組織が一体となって取り組むシステムとその体制を構築する。 

  

目標管理制度を活かし、目標及び計画に対するチェック体制を整え、成果の

検証を迅速に行うことにより、成果を継続して伸ばしていく柔軟な対応を図

る。 

業務評価を推進するため、理事会でのチェック体制を整備するとともに、各

部門の目標及び計画をもとにヒアリングを積極的に開催し、目標の達成に向け

て検討・検証を組織が一体となって取り組むシステムとその体制を構築する。 
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中期 
目標 

⑵ 事務部門のレベルアップ  

事務部門のスタッフについては、計画的に専任職員の採用を行い、病院事務の専門性の向上及び育成強化を図ること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

⑵ 事務部門のレベルアップ ⑵ 事務部門のレベルアップ 

これまで事務職員の短期的な人事異動により、ノウハウの蓄積が困難であっ

たため、事務部門スタッフについては計画的に法人職員の採用を行い、医事業

務、物品管理業務等病院事務の専門性の向上を図るため、専任職員の育成を行

う。 

 

 

 

  [実績値（正規職員数）]                  （単位：人） 

職 種 
平成 23 年度実績値 

市民病院 成人病センター 計 

事務職員数 31 9 40 

現業職員数 1 － 1 

合   計 32 9 41 

※再任用短時間勤務職員を含む。 

事務部門のスタッフについては、これまで短期的な人事異動により、ノウハ

ウの蓄積が困難であったため、計画的に専任の職員を採用し、医事業務、物品

管理業務等病院事務の専門性の向上を図るため、病院事務の専任職員の育成を

行う。 

 

 

 

  [実績値（正規職員数）]                  （単位：人） 

職 種 
平成 23 年度実績値 

市民病院 成人病センター 計 

事務職員数 31 9 40 

現業職員数 1 － 1 

合   計 32 9 41 

※平成 23年 4月 1日現在（再任用短時間勤務職員を含む。） 
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中期 
目標 

２ 業務の見直しによる収支改善 

   診療報酬をはじめとして適切かつ確実な収入確保に努めるとともに、弾力的に運用できる会計制度を活用して収支の改善に努めること。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

２ 業務の見直しによる収支改善 ２ 業務の見直しによる収支改善 

ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）に係る委員会等を設置し、ＤＰＣデータの

分析や活用を行い収入改善と医療の質の向上を図る。 

診療報酬請求に係るチェック体制を強化し、請求漏れや査定減を防止すると

ともに、未収金の確実な回収等による収入確保を図る。 

さらに、弾力的に運用できる会計制度を有効に活用し、業務委託の見直しを

実施するとともに、物品調達に係る価格交渉の徹底や、安全性、有効性に配慮

しながらジェネリック医薬品の使用拡大等を行い支出の削減に努める。 

 

ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）に係る委員会等を設置し、ＤＰＣデータの

分析や活用を行い収入改善と医療の質の向上を図る。 

診療報酬請求に係るチェック体制を強化し、請求漏れや査定減を防止すると

ともに、未収金の確実な回収等による収入確保を図る。 

さらに、弾力的に運用できる会計制度を有効に活用し、業務委託の見直しを

実施するとともに、物品調達に係る価格交渉の徹底や、安全性、有効性に配慮

しながらジェネリック医薬品の使用拡大等を行い支出の削減に努める。 
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第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

中期 
目標 

持続可能な経営基盤の確立 

適正な病床稼働率を維持するとともに、給与費、材料費、経費の医業収益に占める目標値を設定し、その達成に努めること。 

また、将来にわたって安定的かつ持続可能な経営基盤を確立するため、取り組むべき課題を明確にし、効率的な病院経営に努めること。 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するため取るべき措置 第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するため取るべき措置 

持続可能な経営基盤の確立 持続可能な経営基盤の確立 

適正な病床稼働率を維持するとともに、給与費、材料費及び経費節減に努め、

将来にわたって安定的かつ持続可能な経営基盤を確立する。 

そのため、経営に関する情報を迅速に把握し、部門ごとの経営状況の分析や

他病院との比較分析を行うなど、経営改善のために取り組むべき課題を明確に

し、効率的な病院経営に努める。 

また、職員の病院運営に対する意識を醸成するため経営情報の定期的な提供

を行うとともに、部門ごとに具体的な目標を設定し、その達成状況を適宜確認

するなど経営管理を徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適正な病床稼働率を維持するとともに、給与費、材料費及び経費節減に努め、

将来にわたって安定的かつ持続可能な経営基盤を確立する。 

そのため、経営に関する情報を迅速に把握し、部門ごとの経営状況の分析や

他病院との比較分析を行うなど、経営改善のために取り組むべき課題を明確に

し、効率的な病院経営に努める。 

また、職員の病院運営に対する意識を醸成するため経営情報の定期的な提供

を行うとともに、部門ごとに具体的な目標を設定し、その達成状況を適宜確認

するなど経営管理を徹底する。 
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【目標値】 

指  標 

平成 22 年度実績値 平成 27 年度目標値 

市民病院 
成 人 病 
センター 

新市立病院 
(第一期開院) 

成 人 病 
センター 

入
院 

延べ患者数(人) 124,271 35,392 115,000 33,000 

1 人 1 日当たり単価(円) 43,485 40,904 48,000 41,000 

病床稼働率(％) 83.4 69.3 88.0 94.1 

平均在院日数(日) 15.4 19.6 14.0 18.5 

外
来 

延べ患者数(人) 127,602 38,079 145,700 38,214 

1 人 1 日当たり単価(円) 12,121 19,773 12,200 19,900 

（注 1）平成 27 年度目標値において、新市立病院（Ⅰ期開院）及び成人病センター

の入院延患者数が、平成 22 年度実績値を下回っているのは、病床数の減に

よるものである。 

（注 2）平成 27 年度目標値において、成人病センターの病床利用率が、平成 22 年度実

績値を大きく上回っているのは、病床数の減によるものである。 

（注 3）病床稼働率（％）＝ 
入院延べ患者数 

×100 
稼働病床数×年間入院診療実日数(365 日) 

  

 

 

  [実績値（成人病センター（結核・感染症））] 

 指  標 
平成 22 年度実績値 

結核 感染症 

入
院
（
感
染
） 

延べ患者数(人) 4,691 － 

1 人 1 日当たり単価(円) 25,496 － 

病床稼働率(％) 42.8 － 

平均在院日数(日) 50.1 － 

  

 

【目標値】 

指  標 

平成 22 年度実績値 平成 27 年度目標値 

市民病院 
成 人 病 
センター 

新市立病院 
(第一期開院) 

成 人 病 
センター 

入
院 

延べ患者数(人) 124,271 35,392 118,100 32,100 

1 人 1 日当たり単価(円) 43,485 40,904 48,000 36,000 

病床稼働率(％) 

（病床数） 

83.4 

(414 床) 

69.3 

(140 床) 

90.4 

(358 床) 

91.6 

(96 床) 

平均在院日数(日) 15.4 19.6 14.0 18.5 

外
来 

延べ患者数(人) 127,602 38,079 148,000 37,100 

1 人 1 日当たり単価(円) 12,121 19,773 12,500 21,000 

（注 1）平成 27 年度目標値において、新市立病院（第一期開院）及び成人病センタ

ーの入院延患者数が、平成 22 年度実績値を下回っているのは、病床数の減

によるものである。 

（注 2）病床稼働率（％）＝ 
入院延べ患者数 

×100 
稼働病床数×年間入院診療実日数(365 日) 

 （注 3）平成 22 年度実績値の市民病院の病床稼働率(％)は、人間ドック用 6床を除 

いた 408 床で算定している。 

 

  [実績値（成人病センター（結核・感染症））] 

 指  標 
平成 22 年度実績値 

結核 感染症 

入
院
（
感
染
） 

延べ患者数(人) 4,691 － 

1 人 1 日当たり単価(円) 25,496 － 

病床稼働率(％) 42.8 － 

平均在院日数(日) 50.1 － 
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【目標値】 

指  標 
平成 22 年度実績値 平成 27 年度目標値 

市民病院 
成 人 病 
センター 

新市立病院 
(第一期開院) 

成 人 病 
センター 

総収支比率(％) 94.2 92.9 99.3 103.3 

経常収支比率(％) 101.9 93.2 99.3 104.0 

医業収支比率(％) 98.0 82.6 94.9 92.8 

給与費比率(％) 52.8 61.9 50.8 51.5 

材料費比率(％) 24.5 28.4 22.3 27.9 

経費比率(％) 14.8 17.9 14.2 20.5 

手術件数(件) 1,952 285 3,000 200 

（注）給与費比率については、退職手当負担金及び退職給付費用を除いて算定している。 

 

 

【目標値】 

指  標 
平成 22 年度実績値 平成 27 年度目標値 

市民病院 
成 人 病 
センター 

新市立病院 
(第一期開院) 

成 人 病 
センター 

総収支比率(％) 94.2 92.9 100.5 102.0 

経常収支比率(％) 101.9 93.2 100.5 102.5 

医業収支比率(％) 98.0 82.6 89.3 88.6 

給与費比率(％) 
57.8 68.5 57.8 60.8 

52.8 61.9 54.8 56.6 

材料費比率(％) 24.5 28.4 24.0 28.3 

経費比率(％) 14.8 17.9 15.6 19.2 

（注 1）給与費比率は、上段に退職手当負担金及び退職給付費用を含んだ給与費比 

率を、下段に除いた給与費比率を記載している。 
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第５ その他業務運営に関する重要事項 

 

中期 
目標 

新市立病院に向けた取り組み 

 平成２６年２月の第一期開院を目指して「長崎市新市立病院整備基本計画」に基づき確実に事業を進めていくこと。 

 

  

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

第５ その他業務運営に関する重要事項を達成するため取るべき措置 第５ その他業務運営に関する重要事項を達成するため取るべき措置 

新市立病院に向けた取り組み 新市立病院に向けた取り組み 

新市立病院において新たに整備するＥＲ型救命救急センターや、診療科につ

いては、人員体制など早期準備を行い、平成２６年２月の第一期開院を目指し

て「長崎市新市立病院整備基本計画」に基づき確実に事業を実施する。 

また、平成２２年１２月に締結した長崎市新市立病院整備運営事業に係る事

業契約を引き継いでＰＦＩ事業を実施し、平成２８年５月の完成に向けて施設

の建設を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新市立病院において新たに整備するＥＲ型救命救急センターや診療科の人員

体制を早期に整備するなど、平成２６年２月の第一期開院を目指して「長崎市

新市立病院整備基本計画」に基づき確実に事業を実施する。 

また、平成２２年１２月に締結した長崎市新市立病院整備運営事業に係る事

業契約を引き継いでＰＦＩ事業を確実に実施し、平成２８年５月の完成に向け

て施設の建設を行う。 
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第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算（平成２４年度から平成２７年度まで） １ 予算（平成２４年度から平成２７年度まで） 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

収入 61,258 

 

営業収益 41,160 

 

医業収益 39,434 

運営費負担金収益 1,726 

補助金収益 0 

営業外収益 3,397 

 
運営費負担金収益 2,660 

その他営業外収益 737 

資本収入 16,071 

 

運営費負担金 4,384 

長期借入金 11,509 

その他資本収入 808 

その他の収入 0 

支出 61,646 

 

営業費用 40,779 

 
医業費用 

 39,562 

給与費 22,075 

材料費 10,152 

経費 7,027 

資産減耗費 81 

研究研修費 227 

一般管理費 1,217 

営業外費用 1,017 

資本支出 19,757 

 

建設改良費 17,119 

償還金 2,638 

その他資本支出 0 

その他の支出 93 

 （注）期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

収入 61,211 

 

営業収益 43,816 

 

医業収益 39,608 

運営費負担金収益 4,052 

補助金収益 156 

営業外収益 693 

 
運営費負担金収益 266 

その他営業外収益 427 

資本収入 16,702 

 

運営費負担金 4,385 

長期借入金 11,509 

その他資本収入 808 

その他の収入 0 

支出 60,609 

 

営業費用 40,141 

 
医業費用 

 39,357 

給与費 22,215 

材料費 10,370 

経費 6,546 

資産減耗費 0 

研究研修費 226 

一般管理費 784 

営業外費用 553 

資本支出 19,757 

 

建設改良費 17,119 

償還金 2,638 

その他資本支出 0 

その他の支出 158 

 （注）期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 
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【給与費の見積り】 

     期間中総額 23,125 百万円（一般管理費の給与費を含む。）を支出する。な
お、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費、
退職手当の額に相当するものである。 

 
  【運営費負担金の繰出基準等】 

 運営費負担金については、毎年度総務省が発出する「地方公営企業繰出金

について」に準じた考え方により算出する。また、建設改良費及び長期借入

金等元利償還金に対する運営費負担金等については、経常費助成のための運

営費負担金等とする。 

 

 
【人件費の見積り】 

     期間中総額 22,964 百万円を支出する。なお、当該金額は、法人の役職
員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費、退職手当の額に相当するも
のである。 

 
  【運営費負担金の繰出基準等】 

 運営費負担金については、毎年度総務省が発出する「地方公営企業繰出金

について」に準じた考え方により算出する。また、建設改良費及び長期借入

金等元利償還金に対する運営費負担金等については、経常費助成のための運

営費負担金等とする。 

 

 



資料２による修正及び事務局修正の中期計画(案) 新旧対照表  

39 
 

第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

２ 収支計画（平成２４年度から平成２７年度まで） ２ 収支計画（平成２４年度から平成２７年度まで） 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

収益の部 46,423 

 

営業収益 43,026 

 

医業収益 39,434 

運営費負担金収益 1,726 

資産見返負債戻入※ 1,866 

営業外収益 3,397 

 
運営費負担金収益 2,660 

その他営業外収益 737 

臨時利益 0 

費用の部 46,174 

 

営業費用 45,064 

 

医業費用 43,854 

 

給与費 21,706 

材料費 10,152 

経費 6,692 

減価償却費 5,007 

資産減耗費 81 

研究研修費 216 

一般管理費 1,210 

営業外費用 1,017 

臨時損失 93 

純利益 249 

目的積立金取崩額 0 

総利益 249 

 （注）減価償却費 5,077 百万円には、※印の資産見返負債戻入相当額 1,866 百万円

を含む。 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

収益の部 46,307 

 

営業収益 45,634 

 

医業収益 39,560 

運営費負担金収益 4,052 

補助金収益 156 

資産見返負債戻入※ 1,866 

営業外収益 673 

 
運営費負担金収益 266 

その他営業外収益 407 

臨時利益 0 

費用の部 45,984 

 

営業費用 43,950 

 

医業費用 43,168 

 

給与費 21,846 

材料費 9,876 

経費 6,233 

減価償却費 4,977 

資産減耗費 20 

研究研修費 216 

一般管理費 782 

営業外費用 1,876 

臨時損失 158 

純利益 323 

目的積立金取崩額 0 

総利益 323 
 （注）減価償却費 4,977 百万円には、※印の資産見返負債戻入相当額 1,866 百万

円を含む。  
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第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

３ 資金計画（平成２４年度から平成２７年度まで） ３ 資金計画（平成２４年度から平成２７年度まで） 

                               （単位：百万円） 

区  分 金  額 

資金収入 61,258 

 

業務活動による収入 44,557 

 

診療業務による収入 39,434 

運営費負担金による収入 4,386 

その他の営業活動による収入 737 

投資活動による収入 5,192 

 
運営費負担金による収入 4,384 

その他の投資活動による収入 808 

財務活動による収入 11,509 

 
長期借入れによる収入 11,509 

その他の財務活動による収入 0 

前期中期目標期間からの繰越金 0 

資金支出 61,258 

 

業務活動による支出 41,701 

 

給与費支出  22,075 

材料費支出 10,152 

その他の業務活動による支出 9,474 

投資活動による支出 17,119 

 
有形固定資産の取得による支出 17,119 

その他の投資活動による支出 0 

財務活動による支出 2,638 

 

長期借入金の返済による支出 899 

移行前地方債償還債務の償還による支出 1,739 

その他の財務活動による支出 0 

次期中期目標期間への繰越金 △200 

  

 

                               （単位：百万円） 

区  分 金  額 

資金収入 61,211 

 

業務活動による収入 44,509 

 

診療業務による収入 39,608 

運営費負担金による収入 4,318 

その他の営業活動による収入 583 

投資活動による収入 5,193 

 
運営費負担金による収入 4,385 

その他の投資活動による収入 808 

財務活動による収入 11,509 

 
長期借入れによる収入 11,509 

その他の財務活動による収入 0 

前期中期目標期間からの繰越金 0 

資金支出 61,211 

 

業務活動による支出 40,694 

 

給与費支出  22,844 

材料費支出 10,370 

その他の業務活動による支出 7,480 

投資活動による支出 17,119 

 
有形固定資産の取得による支出 17,119 

その他の投資活動による支出 0 

財務活動による支出 2,638 

 

長期借入金の返済による支出 899 

移行前地方債償還債務の償還による支出 1,739 

その他の財務活動による支出 0 

次期中期目標期間への繰越金 760 
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第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

第７ 短期借入金の限度額 第７ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

   ２，０００百万円 

  

 ２ 想定される短期借入金の発生事由 

  ⑴ 業績手当（賞与）の支給等による一時的な資金不足への対応 

  ⑵ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応 

 

１ 限度額 

   ３，５００百万円 

  

 ２ 想定される短期借入金の発生事由 

  ⑴ 医療機器等の購入に係る一時的な資金不足への対応  

⑵ 業績手当（賞与）の支給等による一時的な資金不足への対応 

  ⑶ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応 

 

第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

   なし    なし 

第９ 剰余金の使途 第９ 剰余金の使途 

決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備、医療機器の購入、教

育・研修体制の充実等に充てる。 

 

決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備、医療機器の購入、教

育・研修体制の充実、組織運営の向上策等に充てる。 
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第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

第 10 料金に関する事項 第 10 料金に関する事項 

１ 料金 

 ⑴ 使用料 

患者の使用料は、次のとおりとする。 

ア 診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第 1 医科診

療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)及び入院時食事療養費に係る

食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する

基準(平成 18 年厚生労働省告示第 99 号)により算定した額 

イ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生

省告示第 19 号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準

(平成 12 年厚生省告示第 20 号)、指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 21 号)、指定介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

及び厚生労働大臣が定める 1単位の単価(平成 12 年厚生省告示第 22 号)に

より算定した額 

ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成 6年法律第 117 号)第 14

条第 2項の規定により定められた額 

エ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法

律第 114 号)第 41 条第 2項の規定により定められた額 

オ 非紹介患者初診加算料(長崎市立市民病院における初診に限るものとし、

緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けた初診を除く。) 3,000 円

の範囲内において理事長が定める額 

カ 特別室料及び分べん料 別表に掲げる額 

 

 

１ 料金 

 ⑴ 使用料 

患者の使用料は、次のとおりとする。 

ア 診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第 1医科診

療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)及び入院時食事療養費に係る

食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関す

る基準(平成 18年厚生労働省告示第 99号)により算定した額 

イ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生

省告示第 19 号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準

(平成 12 年厚生省告示第 20 号)、指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 21 号)、指定介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 127

号)及び厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)

により算定した額 

ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成 6年法律第117号)第 14

条第 2項の規定により定められた額 

エ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法

律第 114 号)第 41 条第 2項の規定により定められた額 

オ 非紹介患者初診加算料(長崎市立市民病院における初診に限るものとし、

緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けた初診を除く。) 3,000 円

の範囲内において理事長が定める額 

カ 特別室料及び分べん料 別表に掲げる額 
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キ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成 18年厚生労働省告示

第 495 号)第 2 条第 7 号に規定する入院期間が 180 日を超えた日以後の入

院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る長期入院選定療養費 保

険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働

省告示第498号)第 10号に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の

15 を乗じて得た点数に 10 円を乗じて得た額 

ク 健康診断料 医科点数表により算定した額 

ケ アからクに掲げるもののほか、特別に費用を要するもの 実費を基準と

して理事長が定める額 

 

⑵ 前記１⑴(オからキまでを除く。以下この項において同じ。)の場合におい

て、消費税の課税の対象となる療養、医療等に係る使用料は、前項に定める

額に 100 分の 105 を乗じて得た額とする。この場合において、5円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り捨て、5 円以上 10 円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。 

 

２ 手数料 

手数料は、次のとおりとする。 

⑴ 診断書料 1 通につき 3,000 円以上 7,000 円以下 

⑵ 証明書料 1 通につき 1,000 円以上 2,000 円以下 

⑶ 督促手数料 １通につき 70 円 

 

３ 診療契約に係るものの使用料等 

国民健康保険組合その他の団体等との間における診療契約に係るものの使用

料及び手数料については、前記１⑴ア及び前記２の定めにかかわらず、その契

約の定めるところによる。 

 

キ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示

第 495 号)第 2 条第 7 号に規定する入院期間が 180 日を超えた日以後の入

院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る長期入院選定療養費 保

険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成 18 年厚生労

働省告示第 498 号)第 10 号に規定する通算対象入院料の基本点数に 100

分の 15 を乗じて得た点数に 10円を乗じて得た額 

ク 健康診断料 医科点数表により算定した額 

ケ アからクに掲げるもののほか、特別に費用を要するもの 実費を基準と

して理事長が定める額 

 

⑵ 前記１⑴(オからキまでを除く。)の場合において、消費税の課税の対象と

なる療養、医療等に係る使用料は、前項に定める額に 100 分の 105 を乗じて

得た額とする。この場合において、5円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り捨て、5 円以上 10 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り

上げるものとする。 

 

２ 手数料 

手数料は、次のとおりとする。 

⑴ 診断書料 1 通につき 3,000 円以上 7,000 円以下 

⑵ 証明書料 1 通につき 1,000 円以上 2,000 円以下 

⑶ 督促手数料 １通につき 70 円 

 

３ 診療契約に係るものの使用料等 

国民健康保険組合その他の団体等との間における診療契約に係るものの使

用料及び手数料については、前記１⑴及び前記２の定めにかかわらず、その契

約の定めるところによる。 
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４ 料金の減免 

理事長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

５ 延滞金 

    督促を受けたものが、使用料等を納付する場合においては、延滞金を徴収す

ることができるものとする。 

 

６ その他   

第 10 の料金に関する事項に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に

定める。 
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別表（料金関係） 
  １ 特別室料                      （単位：円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

２ 分べん料                     （単位：円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

 

 

区   分 単位 金 額 

長崎市立市民病院 

Ａ 
一般 1 日 4,300 

助産に係るもの 1 日 4,100 

Ｂ 
一般 1 日 1,400 

助産に係るもの 1 日 1,300 

長崎市立成人病センター 
Ａ 1 日 6,400 

Ｂ 1 日 4,300 

区   分 金  額 

帝王切開の場合 1 胎につき 8万円 

通常分娩
の場合 

平
日 

時間内 1 胎につき 25 万円 多胎の分べ
んをする場
合の2胎目以
降の分べん
料は、1胎に
つき左欄の
区分に応じ
定める金額
に2分の1を
乗じて得た
額とする。 

時間外 1 胎につき 30 万円 

深 夜 1 胎につき 30 万円 

休日 1 胎につき 30 万円 

帝王切開
及び通常
分娩の場
合 

平
日 

時間内 1 胎につき 16 万円 

時間外 1 胎につき 19 万円 2,000 円 

深 夜 1 胎につき 22 万 4,000 円 

休日 1 胎につき 22 万円 4,000 

別表（料金関係） 
  １ 特別室料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

２ 分べん料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

備考 

1 「通常分べん」とは、１⑴アの規定により使用料が算定される療養、

医療等を伴わない分べんをいう。 

2 「時間内」とは、午前 8時 45 分から午後 5時 30 分までをいう。 

3 「時間外」とは、2及び 4に掲げる時間帯以外の時間帯をいう。 

区   分 単位 金 額 

長崎市立市民病院 

Ａ 
一 般 1 日 4,300円 

助産に係るもの 1 日 4,100円 

Ｂ 
一 般 1 日 1,400円 

助産に係るもの 1 日 1,300円 

長崎市立病院成人病セン
ター 

Ａ 1 日 6,400円 

Ｂ 1 日 4,300円 

区   分 金  額 

帝王切開の場合 1 胎につき 8万円 

通常分べ
んの場合 

平
日 

時 間 内 1 胎につき 25 万円 多胎の分べ
んをする場
合の2胎目以
降の分べん
料は、1胎に
つき左欄の
区分に応じ
定める金額
に2分の1を
乗じて得た
額とする。 

時 間 外 1 胎につき 30 万円 

深  夜 1 胎につき 30 万円 

休 日 1 胎につき 30 万円 

帝王切開
及び通常
分べん以
外の場合 

平
日 

時 間 内 1 胎につき 16 万円 

時 間 外 1 胎につき 19 万 2,000 円 

深  夜 1 胎につき 22 万 4,000 円 

休 日 1 胎につき 22 万 4,000 円 
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4 「深夜」とは、午前 0時から午前 6 時まで及び午後 10時から午後 12

時までをいう。 

5 「休日」とは、長崎市の休日を定める条例(平成 5年長崎市条例第 35

号)に規定する本市の休日をいい、「平日」とは、それ以外の日をいう。 

6 分べん料の場合の区分の決定は、出産時刻の属する時間帯による。 
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第３回提出 中期計画（案） 修正（案） ※修正箇所を記載 

第 11 地方独立行政法人長崎市立病院機構の業務運営等に関する規則で定める業

務運営に関する事項 

第 11 地方独立行政法人長崎市立病院機構の業務運営等に関する規則で定める業

務運営に関する事項 

１ 施設及び設備に関する計画（平成２４年度から平成２７年度まで） 

                            （単位：百万円） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設、医療機器等
整備 

17,119 長崎市長期借入金等 

  （注１）金額については見込みである。 
  （注２）各事業年度の長崎市長期借入金等の具体的な内容については、各事

業年度の予算編成過程において決定される。 
 
２ 中期目標の期間を超える債務負担 
ア 移行前地方債償還債務 

                            （単位：百万円） 

 
中期目標 
期間償還額 

次期以降 
償還額 

総債務 
償還額 

移行前地方債償
還債務 

1,739 2,304 4,043 

 
イ 長期借入金償還債務 

                            （単位：百万円） 

 
中期目標 
期間償還額 

次期以降 
償還額 

総債務償還額 

長期借入金償還
債務 

899 10,610 11,509 

 
ウ 新病院整備等事業 

                            （単位：百万円） 

 
中期目標 
期間償還額 

中期目標 
期間償還額 

次期以降 
事 業 費 

総事業費 

新病院整
備等事業 

平成24年度から 
平成42年度まで 

11,422 5,441 16,863 

 

１ 施設及び設備に関する計画（平成２４年度から平成２７年度まで） 

                            （単位：百万円） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設、医療機器等
整備 

17,119 長崎市長期借入金等 

  （注１）金額については見込みである。 
  （注２）各事業年度の長崎市長期借入金等の具体的な内容については、各事

業年度の予算編成過程において決定される。 
 
２ 中期目標の期間を超える債務負担 
ア 移行前地方債償還債務 

                            （単位：百万円） 

 
中期目標 
期間償還額 

次期以降 
償還額 

総債務 
償還額 

移行前地方債償
還債務 

1,739 2,304 4,043 

 
イ 長期借入金償還債務 

                            （単位：百万円） 

 
中期目標 
期間償還額 

次期以降 
償還額 

総債務償還額 

長期借入金償還
債務 

899 10,610 11,509 

 
ウ 新病院整備等事業 

                            （単位：百万円） 

 事業期間 
中期目標 

期間償還額 
次期以降 
事 業 費 

総事業費 

新病院整
備等事業 

平成24年度から 
平成42年度まで 

11,422 5,441 16,863 

（注）事業期間及び総事業費は、地方独立行政法人化以後の分について記載している。 
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３ 積立金の処分に関する計画 

なし 

 

３ 積立金の処分に関する計画 

 

  

 


